
名称 所在地

1 保健課
令和7年度
みやき町健康づくり支援事業
業務委託

NPO法人
佐賀県CSO推進機構

佐賀市
呉服元町
2-24

R7.4.1 ~ R8.3.31 19,585,016円

　本事業は、町民の健康保持・増進のため、町内
の各地区において健康教室等の健康づくり支援事
業を実施し、みやき町が掲げる「健幸長寿のまち」
を実現することを目的としているものである。各地
区の地区公民館に資格を有するインストラクターを
派遣し、地区の健康づくり推進委員と共に広く参加
を呼びかけ、地区ごとに実態にあったプログラム
で、住民の健康保持・増進を図るものである。
　上記事業者は本町に事業所があり、健康運動指
導士やガンバルーン体操指導士等の資格を有す
る指導員を配置している。また平成21年度より受
託する中で、参加者の体力測定データ等を継続し
て取得、蓄積し、参加者の身体状況の偏移を
フィードバックすることで、効果的な身体づくりを可
能としている。また各地区の実情に合わせた事業
を円滑かつ適正に履行できるだけでなく、特定非
営利活動法人であるため、より低価格での委託が
見込まれる。

2号

2 保健課
令和7年度
市町村事務処理標準システム
共同運用業務

佐賀県国民健康保険
団体連合会

佐賀市
呉服元町
7-8

R7.4.1 ~ R8.3.31 10,679,303円

　市町村事務処理標準システムは、国が提供する
システムで、県内全市町が導入し共同運用体制を
構築するものであり、運用にあたっては、標準シス
テムの仕様への知識やノウハウ、高度な知見が必
須である。
　当連合会は、県内20市町の法令に基づいて設立
され、国民健康保険に関する専門的な機関であ
り、県及び県内全市町が診療報酬明細書の検査・
確認等に用いる国保総合システムの運用主体とし
て市町支援を実施してきた実績がある。また、各
都道府県の国保連合会は市町村事務処理標準シ
ステムの開発主体である国民健康保険中央会の
会員であり、共同で事務を行っていることから、標
準システムの仕様、運用方法に関する知識を有し
ているため。

2号

3 保健課
令和7年度
中原庁舎中央監視装置・
自動制御装置保守点検業務

ジョンソンコントロールズ㈱

福岡市
博多区
冷泉町
4-20

R7.4.1 ~ R7.9.30 738,100円

　中央監視装置更新業務（賃貸借契約）を上記業
者と現在契約をしている。（契約期間は令和2年10
月から令和7年9月の5年間）そのため中央監視装
置・自動制御装置の各装置の保守等ができるのは
上記業者のみであることから随意契約とする。

2号

4
子育て
福祉課

みやき町子育て広場等運営
業務委託

ＮＰＯ法人
とっこい Club

みやき町
原古賀
1003-1

R7.4.1 ~ R8.3.31 8,900,000円

　この事業は、地域に子育て親子の交流等を促進
する子育て支援拠点を設置し、地域の子育て支援
機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、
子どもの健やかな育ちを支援することを目的として
いる。
　上記ＮＰＯ法人は、地域住民で組織し、子育てに
係る各専門的免許を有する者が会員におり、子育
て支援事業に関する知識・能力・情報等に精通し
ている。利用者の多くは、未就園児の親子が多く、
若年の保護者と地域のつながりができる機会にも
なっており、同ＮＰＯ法人への委託が適している。

2号

5
子育て
福祉課

みやき町利用者支援
（基本型）事業業務委託

NPO法人
きゃんどるハート

みやき町
白壁
1074-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 7,800,000円

　町が定住促進に向け、子育て支援施策を推進す
る中、子育て支援事業の推進及びその契約の履
行にあたっては、業務への習熟、対象となる町民
等の協力を得るための信頼関係、その他の当該
契約において要求されるノウハウ・知見・能力・情
報等を有することが必要となり、円滑かつ適正な
業務の履行確保を行わなければならない。
　上記業者においては、平成27年度より「利用者
支援事業（母子保健型）」をみやき町内の「四季彩
の丘みやき」で実施しているとともに、令和3年7月
より本事業である「利用者支援事業（基本型）」を
開始している。
　また、子育てに係る各専門的免許を所持してい
る者も参加しており、町内での子育て支援事業に
関する知識・能力・情報等に精通している。
　なお、「みやき町メディカルコミュニティセンター」
内の別の場所においても、ストレスケアステーショ
ンを実施していることで、子育ての保護者等との連
携による本事業の推進が見込まれる。

2号

6
子育て
福祉課

みやき町ファミリー・サポート
・センター事業推進業務委託

社会福祉法人
みやき町社会福祉協議会

みやき町
東尾
6436-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 8,110,000円

　平成30年度からみやき町社会福祉協議会に委
託をしている事業である。社会福祉協議会は、ほ
かにも子育て支援事業やボランティア育成、各種
サポーター養成講座等の事業を実施しており、当
該事業を実施、推進するための知識、要領に熟知
している。また、日頃より住民との関わり、つながり
があり、当該事業においても実績をつくり信頼を得
ている。

2号

7
子育て
福祉課

みやき町子どもの居場所事業
業務委託

NPO法人
わたしと僕の夢

久留米市
東和町
4-4

R7.4.1 ~ R8.3.31 12,562,000円

　B＆G財団の助成要件に非営利団体のみ委託可
能との条件があり、令和5年公募した。プロポーザ
ル審査の結果、高い評点であり、近隣市町での実
績があり令和5年7月～令和6年3月及び令和6年4
月～令和7年3月の委託契約し事業を実施した。
　本事業を実施するにあたり、当法人は近隣市町
において実績があり、令和5年度、令和6年度の事
業実施による利用者からの信頼を得られているた
め円滑かつ事業の進展、住民サービスの向上が
大きく見込まれる。
　また、契約の目的又は性質により契約の相手方
が特定される。

2号

8
子育て
福祉課

みやき町子育て支援事業
業務委託

社会福祉法人
みやき町社会福祉協議会

みやき町
東尾
6436-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 649,000円

　地域住民が主体となって行事を開催し、参加す
る子どもと保護者と地域住民のつながりを作ること
を目的としている事業であり、地域の子育て支援
やボランティア団体とつながっている社会福祉協
議会に委託することで、開催する行事の企画やボ
ランティアの協力、参加者の募集を円滑に実施す
ることができる。ボランティアの育成についても知
識を熟知している。

2号

１者随意契約の理由
地方自治法
施行令
第167条の2

契約金額（円）No. 所管課 契約案件名
契約の相手方 契約期間

履行期限

令和７年度　上半期　１者随意契約一覧表（民生部）
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9
子育て
福祉課

みやき町利用者支援
（基本型）事業業務委託

社会福祉法人
みやき町社会福祉協議会

みやき町
東尾
6436-3

R7.6.2 ~ R8.3.31 5,970,000円

　上記社会福祉協議会においては、平成30年度よ
り「みやき町ファミリー・サポート・センター事業」を
受託、平成31年度からは「子育て支援事業」を受
託、実施しており、当該事業を実施、推進するため
の知識、要領に精通している。また、日頃より住民
との関わり、つながりが強く信頼を得られている。
　当該事業を委託することで各団体同士の連携や
子育て情報の発信等強化を図り、住民サービスの
向上が大きく見込まれ、町が定住促進に向け、子
育て支援施策を推進する中、子育て支援事業の
推進及びその契約の履行にあたっては、業務への
習熟、対象となる町民等の協力を得るための信頼
関係、その他の当該契約において要求されるノウ
ハウ・知見・能力・情報等を有することが必要とな
り、円滑かつ適正な業務の履行確保を行える公共
的団体であるため。

2号

10
子育て
福祉課

令和7年度
「子ども第三の居場所事業」
送迎車両購入事業

日産自動車販売㈱

東京都
港区
三田
2-17-20

R7.6.25 ~ R7.11.28 3,113,210円

　今回の車両購入は、Ｂ＆Ｇ財団の助成金を活用
した事業である。購入する車両の本体価格は日本
財団と日産自動車販売 株式会社の取引実績から
特別価格で提示されているものであり、通常の販
売店を通しての購入と比べると著しく安価である。

7号

11
子育て
福祉課

みやき町物価高騰対応
重点支援臨時給付金
（令和6年度住民税非課税等
世帯給付・こども加算）事業
に伴うシステム改修業務委託

行政システム九州㈱
中九州支店

鳥栖市
宿町
1041-3

R7.4.1 ~ R7.7.31 704,000円

　本事業については、目的の性質上、迅速かつ的
確に対象世帯への給付作業を進める必要がある。
　当該業者は、当町の住基・税情報を扱う基幹系
システムを管理しており、今回の給付金支給対象
者抽出に必要な住基情報・税情報を既に保有して
いることから、当該業者との１者随意契約とした
い。

2号

12
子育て
福祉課

みやき町物価高騰対応
重点支援臨時給付金
（令和6年度住民税非課税等
世帯給付・こども加算）事業
に伴う封入業務委託

行政システム九州㈱
中九州支店

鳥栖市
宿町
1041-3

R7.4.1 ~ R7.4.30 59,400円

　当該業者は本町の住基並びに課税データを含ん
だ基幹システムを管理しており、今回の対象者
データの抽出に伴うシステム改修も委託予定であ
る。封入する際に、抽出データとの突合や疑義等
が生じた場合にも迅速な対応が見込めることか
ら、当該業者との１者随意契約としたい。

2号

13
子育て
福祉課

令和7年度
みやき町特別支援学校
放課後児童健全育成
事業委託

NPO法人
しょうがい生活支援の会
すみか

鳥栖市
儀徳町
3262-1

R7.4.1 ~ R8.3.31 20,442,400円

　平成23年5月に総合評価方式により選定した上
記事業所が同年9月から受託し、平成23年度以
降、事業は良好かつ円滑に実施されてきた実績が
ある。同事業所は障害者に関する知識が豊富で、
運営状況も良好である。
　また、新しい事や変化に敏感な児童を多く預かる
事業であるため、できる限り継続した運営が望まし
いことから、当該事業者との一者随意契約とした
い。

2号

14
子育て
福祉課

令和7年度
障害支援区分認定調査
業務委託

NPO法人
総合相談支援センター
キャッチ

鳥栖市
宿町
1041-3

R7.4.1 ~ R8.3.31
5,940円/件

　平成21年から令和6年度まで、当事業所に障害
支援区分認定調査業務を委託している。障害者総
合支援法に基づく障害支援区分の認定調査を行う
にあたり、当事業所は現在までの実績がある。ま
た障害支援区分認定調査員の資格を有する職員
が属する事業所は町内にはなく、近隣市町にある
当事業所とその他の事業所2か所と限定され、そ
の1件あたりの価格は介護認定に係る単価を基準
とするため、契約の性質または目的が競争入札に
適しないものに該当する。

2号

15
子育て
福祉課

令和7年度
障害支援区分認定調査
業務委託

㈲亀山装飾
相談支援事業所 いちか

久留米市
東櫛原
511-1

R7.4.1 ~ R8.3.31 5,940円/件

　平成21年から令和6年度まで、他の事業所2か所
に障害支援区分認定調査業務を委託していた。障
害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定調
査を行うにあたり、障害支援区分認定調査員の資
格を有する職員が属する事業所が町で把握してい
る事業所は町内にはなく、近隣市町にある当事業
所とその他の事業所2か所と限定されている。利用
者の増加に伴い、令和7年度は当事業所を含めた
3か所に障害支援区分認定調査業務を委託し、そ
の1件あたりの価格は介護認定に係る単価を基準
とするため、契約の性質または目的が競争入札に
適しないものに該当する。

2号

16
子育て
福祉課

令和7年度
障害支援区分認定調査
業務委託

社会福祉法人
若楠

鳥栖市
弥生が丘
2-134-1

R7.4.1 ~ R8.3.31 5,940円/件

　平成21年から令和6年度まで、当事業所に障害
支援区分認定調査業務を委託している。障害者総
合支援法に基づく障害支援区分の認定調査を行う
にあたり、当事業所は現在までの実績がある。ま
た障害支援区分認定調査員の資格を有する職員
が属する事業所は町内にはなく、近隣市町にある
当事業所とその他の事業所2か所と限定され、そ
の1件あたりの価格は介護認定に係る単価を基準
とするため、契約の性質または目的が競争入札に
適しないものに該当する。

2号

17
子育て
福祉課

令和7年度
障害者虐待防止センター事業

NPO法人
総合相談支援センター
キャッチ

鳥栖市
宿町
1041-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 2,366,506円

　Ｈ24.10月に障害者虐待防止法が施行されたこと
に伴い、市町は障害者虐待防止センターの設置が
義務付けされ、Ｈ25年度より鳥栖・三養基地区の1
市3町共同で業務委託により実施している。
　当事業所は、関連性が必要なみやき町相談支援
事業も受託しており、県東部地区で身体、知的、精
神の3障害に対応でき、法の趣旨である「虐待通報
に係る24時間受理体制」も可能な事業所の中で当
町に最も近くに所在しているため、緊急的な事案
等の対応の迅速性から特定されるため。

2号

18
子育て
福祉課

令和7年度
障害福祉サービス支給管理
台帳作成システム賃貸借契約

㈱ニック
大野城市
川久保
3-1-23

R7.4.1 ~ R8.3.31 1,848,000円

　㈱ニックとは平成19年度から令和6年度まで賃貸
借契約を行っており、システム内には約970名の障
害福祉サービス利用者のデータが入っている。賃
貸借期間内においてシステムの操作、運用等につ
いて通信機器等による助言、説明、指導が行わ
れ、法改正等に対応する同社によりシステム改修
及び開発を行っている。また、障害福祉サービス
の請求内容を審査するにあたり、国保連から送付
される膨大な「審査情報」をもとに審査資料を作成
できるソフトである。国保連の警告に上がってこな
い請求誤りを本システムにより確認することが出来
き、他のシステムに変更した場合、業務に著しい支
障が生じる可能性がある。今般、使用継続にあた
り開発業者であり本システムに関する著作権を持
つ当該事業所と保守を含む契約するものであり、
同社以外では当該システムを提供することは不可
能である。

2号



名称 所在地
１者随意契約の理由

地方自治法
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19
子育て
福祉課

令和7年度
相談支援事業委託（総合）

NPO法人
総合相談支援センター
キャッチ

鳥栖市
宿町
1041-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 4,953,196円

　本町では、障害者総合支援法に基づく総合相談
支援事業を実施するにあたり、H18年10月より、佐
賀東部圏域（鳥栖・三養基地区）の各市町の協議
のもと、鳥栖・三養基地区の1市3町共同で業務委
託先として決定し、実施している。今年度について
も1市3町の委託先である。当事業所は、現在まで
の経験や知識が豊富であり、サポートできる窓口
として受託できる事業者であり、契約の性質または
目的が競争入札に適しないものとするときに該当
する。

2号

20
子育て
福祉課

令和7年度
相談支援事業委託（児童）

社会福祉法人
若楠 若楠療育園

鳥栖市
弥生が丘
2-134-1

R7.4.1 ~ R8.3.31 1,520,220円

　本町では、障害者総合支援法に基づく総合相談
支援事業を実施するにあたり、H18年10 月より、佐
賀東部圏域（鳥栖・三養基地区）の各市町の協議
のもと、総合相談支援事業所に委託していたが、
鳥栖・三養基地区の1市3町共同でR4年度より各
分野に分割して委託することとなり、1市3町共同で
業務委託先として決定し、実施している。
　今年度についても1市3町の委託先である。当事
業所は、現在までの経験や知識が豊富でありサ
ポートできる事業所であり、契約の性質または目
的が競争入札に適しないものとするときに該当す
る。

2号

21
子育て
福祉課

令和7年度
相談支援事業委託（精神）

医療法人
光風会

みやき町
白壁
2927

R7.4.1 ~ R8.3.31 2,626,808円

　本町では、障害者総合支援法に基づく総合相談
支援事業を実施するにあたり、H18年10月より、佐
賀東部圏域（鳥栖・三養基地区）の各市町の協議
のもと、総合相談支援事業所に委託していたが、
鳥栖・三養基地区の1市3町共同でR4年度より各
分野に分割して委託することとなり、1市3町共同で
業務委託先として決定し、実施している。
　今年度についても1市3町の委託先である。当事
業所は、現在までの経験や知識が豊富でありサ
ポートできる事業所であり、契約の性質または目
的が競争入札に適しないものとするときに該当す
る。

2号

22
子育て
福祉課

令和7年度
地方公共団体情報システム
の標準化・共通化に係る事業
における障害者福祉管理
システムの移行業務委託

㈱ニック
大野城市
川久保
3-1-23

R7.4.1 ~ R8.3.16 1,232,000円

　今回移行対象となる本システムは㈱ニックが構
築を行っており、令和7年度も賃借及び保守管理
の委託を行う。業務については、令和7年度中に必
ず現行システムから標準化対応版システムへ移行
しなければならず、当該業務には確実なデータ移
行のほか、テスト環境を構築し検証する必要があ
る。他社へ移行した場合、データ抽出調整に相当
な時間がかかるほか、標準化移行については、総
務省のＤＸ推進計画により基幹業務システムを利
用する原則全ての地方公共団体が移行しなけれ
ばならず、他社も標準化対応のためスケジュール
が逼迫している状況である。
　当該業者は、データ抽出・移行作業において迅
速かつ正確な作業が見込め、テスト環境の構築検
証も実施できる準備も整っており、令和７年度中に
確実な移行が見込めることから、当該業者との1者
随意契約としたい。

2号

23
子育て
福祉課

令和7年度
訪問入浴サービス事業委託
(単価契約)

麻生介護サービス㈱

福岡市
博多区
博多駅前
3-27-22

R7.4.1 ~ R8.3.31 12,700 円/回

　事業の実施にあたって、移動入浴車の配備及び
専門知識を持った職員の配置が必要となってお
り、訪問入浴サービスを安定的に実施でき、かつ
利用者が希望する特定の事業者と随意契約をす
るものであり、また、「みやき町訪問入浴サービス
事業実施要綱」において利用に係る費用が規定さ
れており、性質が競争入札に適しないものとすると
きに該当する。

2号

24
子育て
福祉課

みやき町避難行動要支援者
支援システム賃貸借契約

㈱社パシフィックシステム

宮崎県
日向市
永江町
1-105

R7.6.1 ~ R8.5.31 350,900円

　平成22年度に旧制度である要援護者台帳システ
ムの構築を本事業所へ委託しており、平成27年度
からの制度改正後も避難行動要支援システムとし
て継続して本事業所のシステムを使用している。
　今回の契約は、費用を最小限に抑えるため5年
の長期継続リース期間満了後にさらに１年更新を
するものであり、既存のソフトウエアや運用中の
データを継続利用することでデータ移行経費を抑
えることができるため。

2号

25
子育て
福祉課

みやき町避難行動要支援者
支援システム機器賃貸借契約

NX・TCリース＆ファイナンス㈱
福岡支店

福岡市
博多区
下呉服町
1-1

R7.6.1 ~ R8.5.31 171,600円

　平成22年度に旧制度である要援護者台帳システ
ムの構築を委託した時点からハードウエアのリー
スを本事業者へ委託しており、平成27年度からの
制度改正後も継続して使用している。
　今回の契約は、費用を最小限に抑えるため5年
の長期継続リース期間満了後にさらに１年更新を
するものであり、既存のハードウエアや運用中の
データを継続利用できデータ移行費用の経費を抑
えることができるため。

2号

26
子育て
福祉課

令和7年度
障害福祉サービス等改定に
係る障害者福祉管理システム
改修業務

㈱ニック
大野城市
川久保
3-1-23

R7.9.26 ~ R7.9.30 165,000円

　㈱ニックとは平成19年度から本年度中まで賃貸
借契約を行っており、システム内には約1050 名
（令和7年9月22日時点）の障害福祉サービス利用
者データが入っている。賃貸借期間内においてシ
ステムの操作、運用等について通信機器等による
助言、説明、指導が行われ、法改正等に対応して
同社によりシステム改修及び開発を行っている。
　また、本システムは、障害福祉サービスの請求
内容を審査するにあたり、国保連から送付される
膨大な「審査情報」をもとに審査資料を作成できる
機能も有している。国保連での審査で警告に上
がってこない請求誤りを本システムにより確認する
ことができ、他のシステムに変更した場合、業務に
著しい支障が生じる可能性がある等、同社以外で
は本システムと同等の機能を提供することは不可
能である。
　上記の理由は、今回新たに追加される障害福祉
サービス「就労選択支援」の取り扱いにおいても該
当しており、本改定は㈱ニックとの賃貸借契約第
13 条第5 項の範囲（障害福祉サービスの単価変
更が変更された場合、修正した単価プログラムを
無償で提供するもの）を超える改定にあたるため、
同契約14 条第1 項に基づく改修（第13 条第5項の
範囲を超える機能が必要になる場合、対応するプ
ログラムを有償で提供するもの）を委託したい。

2号

27 住民環境課
戸籍情報システム関連機器
保守業務

行政システム九州㈱
中九州支店

鳥栖市
宿町
1041-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 139,920円

　現在運用している戸籍情報システムは行政シス
テム九州㈱から購入しており、機器保守及びソフト
ウェアの保守業務についても同社が行っているた
め、システムに精通している同社と随意契約を行
う。

2号



名称 所在地
１者随意契約の理由

地方自治法
施行令
第167条の2

契約金額（円）No. 所管課 契約案件名
契約の相手方 契約期間

履行期限

令和７年度　上半期　１者随意契約一覧表（民生部）

28 住民環境課
戸籍総合システム賃貸借の
契約変更

行政システム九州㈱
中九州支店

鳥栖市
宿町
1041-3

R7.4.1 ~ R8.1.31 33,067,980円

　現在運用している戸籍総合システムは行政シス
テム九州株式会社から購入しており、機器及びソ
フトウェアの保守業務についても同社が行ってい
る。今後も安全に運用するため、またトラブル等へ
迅速に対応するため、システムに精通している同
社と随意契約を行う。

6号

29 住民環境課
振り仮名法制化に伴う通知書
作成業務

行政システム九州㈱
中九州支店

鳥栖市
宿町
1041-3

R7.5.13 ~ R7.8.29 2,171,400円

　現在運用している戸籍総合システムは行政シス
テム九州㈱と契約締結しており、振り仮名の通知
書は戸籍システムのデータから作成されるため、
システムに精通している同社と随意契約を行う。

2号

30 住民環境課
令和7年度
佐賀東部グリーンパーク環境
保全業務委託

香田区長 みやき町 R7.4.1 ~ R8.3.31 4,000,000円

　契約の相手方は、町を含む佐賀県東部環境施
設組合が事業を行うリサイクル施設に関する基本
協定を締結しており、協定第６条の規定に基づく地
域振興（環境保全業務委託）に関する覚書を締結
している。
　このことにより契約の目的について契約の相手
方が特定されるため 1 者随意契約を締結するも
の。

2号

31
メディカル
コミュニティ

推進課

令和7年度
市村清記念メディカル
コミュニティセンター
一時託児サービス業務

NPO法人
きゃんどるハート

みやき町
白壁
1074-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 1,166円/1人・1h

　当該事業者は、本施設オープン当初からテナント
として入居している事業者であると共に、町内で産
前産後サポートステーションの運営等、町の子育
て支援事業への参画実績を有している事業者であ
る。
　令和4年度より同業務を受託する一方、一時託児
の業務場所であるキッズスペースで子育て福祉課
所管の子育て支援事業を展開しており、同一ス
ペースで相談支援業務と共に一時託児業務を実
施し得る当該事業者への業務委託は、両業務の
主旨と関連性に鑑みて最も適したものであると考
える。
　また、本業務は、施設利用者の子女を対象とした
一時預かり業務であることから、施設行事やテナ
ント主体のイベント開催時等の一時託児の需要が
高いタイミングの把握や受け入れ態勢の構築等を
考慮したとき、受託者はテナント入居事業者である
当該事業者をおいて他に代えがたい。

2号

32
メディカル
コミュニティ

推進課

令和7年度
市村清記念メディカル
コミュニティセンター
健康相談・施設案内及び
健康データ管理等業務

㈱ミズ
佐賀市
水ケ江
1-1-11

R7.4.1 ~ R8.3.31 3,520,000円

　㈱ミズは、メディカルコミュニティみやきプロジェク
ト発足当初からの参画事業者であり、本施設の
「公民連携による健康増進複合施設」としての機能
充実にして大いに関与いただいており、開館当初
から実施している本業務の受託業者として、殊に
健康相談の受付や施設案内業務において利用者
の利便性向上と施設及びテナントへの誘客に貢献
いただいている。
　また、同社は地域のセルフメディケーション推進
を標榜して健康サポート薬局業務を担うともに、利
用者の健康相談窓口を開設している事業者であ
り、体組成計（InBody）の活用実績に基づく相談・
指導に加え、薬剤師及び管理栄養士の専門的見
地からの分析も担い得る業者である。
　以上を勘案し、公民連携の健康増進複合施設と
しての本施設の設置理念を十分に踏まえた上で、
施設の利用促進及び利用者の健康維持・増進に
係るサポートを担い得る事業者として同社は他に
替え難い。

2号

33
メディカル
コミュニティ

推進課

令和7年度
みやき町北茂安Ｂ＆Ｇ海洋
センター炭酸泉用炭酸ガス
購入業務

福岡酸素㈱
佐賀支社

吉野ヶ里町
立野
643-2

R7.4.1 ~ R8.3.31 341円/㎥

　当該事業者とは、令和3年度から令和7年度まで
の5年間、みやき町北茂安Ｂ＆Ｇ海洋センター設置
の高濃度炭酸泉温浴設備に係る炭酸ガス共有設
備使用貸借協定を締結しており、炭酸ガスの購入
も同協定第３条に基づき当該事業者との売買契約
によりこれを行ってきた経緯がある。
　同温浴設備は高齢者を中心に多くの方が利用さ
れており、みやき町北茂安Ｂ＆Ｇ海洋センターの
利用者増の要因として欠かすことのできない設備
となっている。
同温浴設備の安定運用のため、今後も炭酸ガス
供給体制には万全を期したく、従前と同様の契約
が不可欠と考えるところである。
　以上に基づき下記法令を適用し、本業務を当該
事業者への一者随意契約で実施したい。

2号

34
メディカル
コミュニティ

推進課

市村清記念メディカル
コミュニティセンター
イベント開催支援業務

(一社)ふるさと振興協会
みやき町
東尾
737-5

R7.7.1 ~ R8.3.31 3,795,000円

　町民はもとより近隣市町の住民を含めた来館者
の増加を目的として実施する本施設のイベントに
関し、円滑かつ効果的に実施するために、その支
援業務を業者に委託するものである。
　業者選定に当たっては、魅力あるイベントの企画
と円滑な進行を担い得ると共に、公民連携による
健康増進複合施設としての本施設の特性を十分
理解すると共に、来館者をはじめイベントに関わる
多くの方に対し再訪及び本施設の積極的な利用を
促すことができる者であることを要する。
　（一社）ふるさと振興協会は、本施設においてア
ンテナショップを運営しているテナント事業者であ
り、本施設の開館当初からのマルシェイベントの開
催を通じ来館者の増加につなげた実績を有してい
る。
　本業務における施設イベントは、既に相当の知
名度を持つ「みやきマルシェ」と有機的な連携を
持った形を想定しており、現に同法人への業務委
託により実施した昨年度までのイベントでは多数
の来場者を得た実績がある。
　更に今年度も、他のテナント事業者のより積極的
な参画を求めることとしており、各事業者との連携
の点においても、同法人は本業務を担い得る唯一
の事業者と考える。
　以上を勘案し、本業務を一者随意契約で委託し
たい。

2号



名称 所在地
１者随意契約の理由

地方自治法
施行令
第167条の2

契約金額（円）No. 所管課 契約案件名
契約の相手方 契約期間

履行期限

令和７年度　上半期　１者随意契約一覧表（民生部）

35
メディカル
コミュニティ

推進課

令和7年度
みやき健幸大学開催支援業務

医療法人幸伸会
みやき町
白壁
1074-3

R7.7.22 ~ R8.3.31 3,352,032円

　みやき健幸大学は、本町が標榜する「健幸長寿
のまち」の実践事業として、また公民連携による健
康増進複合施設である市村清記念メディカルコ
ミュニティセンターの主要な施設事業と位置付け令
和4年度より実施し、これまでに6期延べ248名が修
了されている。
　多数の受講者を得た要因としては、受講生アン
ケートから大学をはじめ、公文教育研究会、町内
医療機関、テナント事業者ほか民間業者等を講師
に迎えた幅広いカリキュラムが挙げられるが、これ
らの多岐にわたる業者への周旋に加え、効果測定
のための血液検査を実施できる事業者として、こ
れまで本施設のテナント事業者の一つである医療
法人幸伸会に本事業の支援業務を委託し、大過
なく完了に至った経緯がある。
　当該事業者とは過去３か年にわたる事業におい
て、本施設の館長（野瀬氏）を交えた事業計画の
検討と振り返りを踏まえた改善を行ってきた経緯
があり、本事業をより充実させ、かつ円滑に遂行で
きるのは同法人のみである。

2号

36 健康増進課
令和7年度
在宅当番医制事業の実施に
関する委託契約

(一社)
鳥栖三養基医師会

鳥栖市
幸津町
1923

R7.4.1 ~ R8.3.31 4,130,000円

　休日における医療体制の確保のために、在宅当
番医の当番日の調整事務及び在宅当番医の実施
事業を一般社団法人鳥栖三養基医師会が行って
いるが、業務内容が特殊であり、上記法人でなけ
れば業務遂行が困難のため。

2号

37 健康増進課 歯周疾患健診業務委託
三養基・鳥栖地区
歯科医師会

基山町
けやき台
1-7-1

R7.4.1 ~ R8.3.31 4,620円/1人1回

　歯周疾患健診は、健康増進法第19条の2に基づ
き実施をしており、医療機関において歯科医師に
よる口腔内診査が必要とされている。三養基・鳥
栖地区歯科医師会は、三養基・鳥栖地区における
医療機関を統括する唯一の団体であるとともに、
町との連携を円滑に図ることができるため、同会を
特定し、随意契約をするものである。

2号

38 健康増進課
令和7年度
データ標準レイアウト改版に
伴うシステム改修業務

行政システム九州㈱
中九州支店

鳥栖市
宿町
1041-3

R7.6.16 ~ R7.6.30 1,386,000円

　本町で使用している基幹系システム「健康かる
て」の改修を委託するものであり、改修にあたって
は、基幹系システムの個別設定状況や改修作業
に伴う確認テストを行う必要がある。この業務を適
切に実施するため、基幹系システムのサービスの
提供元である行政システム九州㈱へ委託を行うも
のである。

2号

39 健康増進課 産婦健康診査事業業務委託

①社会医療法人
　 天神会
②医療法人
　 福井レディースクリニック
③医療法人
　 とみおかレディース
　　クリニック

①久留米市
　天神町
　120
②久留米市
　津福本町
　1620-1
③久留米市
　中央町
　8-39

R7.4.1 ~ R8.3.31 5,000円/1件

　産婦健康診査については、医科（産婦人科）に関
する専門的知識と資格、設備を有することが必要
であり、かつ、町民がより身近な医療機関で健診
を受けられる体制が必要である。上記医療機関
は、町民の受診が多く身近で利便性が図られ、ま
た産婦人科として専門性を有していることから随意
契約を行う。

2号

40 健康増進課 診療援助業務委託契約
(独)国立病院機構
東佐賀病院

みやき町
原古賀
7324

R7.4.1 ~ R8.3.31
26,481円/

医師１人1回

　本町の乳幼児健診は、集団健診形式で、年間36
回（月3回×12月）の実施を計画している。本町の
計画に基づいて小児科医師の派遣が可能な町内
の医療機関は、上記医療機関のみであるため。

2号

41 健康増進課 利用者支援事業業務委託
NPO法人
きゃんどるハート

みやき町
白壁
1074-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 1,843,158円

　NPO法人きゃんどるハートは、妊娠、出産、子育
てに関する様々な悩みに対して、いつでも気軽に
相談ができるよう休日・夜間も24時間電話相談が
可能で、安心して出産・育児できるよう妊娠期より
切れ目ない母子支援を実施できる体制が整備され
ており、平成27年より本町が「利用者支援事業」と
「産後ケア事業」を継続して業務委託している法人
である。
　本町の実施する「利用者支援事業」を実施できる
事業者は、町内には他には存在しないため、上記
法人と随意契約を締結する。

2号

42 健康増進課
妊婦等包括相談支援事業
業務委託

NPO法人
きゃんどるハート

みやき町
白壁
1074-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 1,009,420円

　NPO法人きゃんどるハートは、妊娠期から出産・
子育て期までの母に対して、心身共に安心して休
養できる場を提供し、心身のケア、育児に関する
指導など専門職がサポート行い、安心して育児で
きるようきめ細やかな切れ目ない支援を実施する
ことが可能であり、平成27年より本町が「利用者支
援事業」と「産後ケア事業」を継続して業務委託し
ている法人である。
　本町の実施する「妊婦等包括相談支援事業」を
実施できる事業者は、町内には他には存在しない
ため、上記法人と随意契約を締結する。

2号

43 健康増進課 産後ケア事業業務委託
NPO法人
きゃんどるハート

みやき町
白壁
1074-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 17,497,482円

　NPO法人きゃんどるハートは、出産後の母子に
対し心身共に安心して休養できる場を提供し、心
身のケア、育児に関する指導など専門職がサポー
ト行い、安心して育児できるようきめ細やかな切れ
目ない支援を行うことが可能で、平成27年より本
町が「利用者支援事業」と「産後ケア事業」を継続
して業務委託している法人である。
　本町の実施する「産後ケア事業」を実施できる事
業者は、町内には他には存在しないため、上記法
人と随意契約を締結する。

2号

44 特定健康診査業務委託
・基本的な健診項目
　　6,604円/1人1回　他5項目

45
特定健康診査事務関連
業務委託

・健診全般の管理業務
　　7,246円/1人・0.5日　他10項目

46 血液検査業務委託
・血液検査業務
　　4,196円/1人1回　他2項目

47 心電図検査業務委託
・心電図検査
　　1,430円/1人1回

48 若年者健康診査業務委託
・若年者健康診査
　　6,604円/1人1回　他6項目

49 がん検診等業務委託
・結核検診
　　98,850円/50名まで　他28項目

50 肝炎ウイルス検診業務委託
・肝炎ウイルス検診
　　2,345円/1人1回　他5項目

51 生活保護者健康診査業務委託
・生活保護者健康診査
　　6,604円/1人1回　他8項目

　集団健診において、本町のように各施設ごとに
平日、土日を含む長期期間において実施する場合
には、必要不可欠な検診車や医療スタッフが十分
に確保され、年間を通して検診に対応できる体制
を整備する必要がある。 他医療機関でも数日程
度であれば対応可能であるが、特定健診や後期
高齢者健診等と同時に実施でき、5月から11月ま
で長期における検診車の確保や医師、看護師など
医療スタッフ体制の整備ができるのは上記財団の
みである。

2号健康増進課
(公財)
佐賀県健康づくり財団

佐賀市
水ケ江
1-12-10

R7.4.1 ~ R8.3.31

健康増進課
(公財)
佐賀県健康づくり財団

佐賀市
水ケ江
1-12-10

R7.4.1 ~ R8.3.31

　集団健診において、本町のように各施設ごとに
平日、土日を含む長期期間において実施する場合
には、必要不可欠な検診車や医療スタッフが十分
に確保され、年間を通して検診に対応できる体制
を整備する必要がある。 他医療機関でも数日程
度であれば対応可能であるが、がん検診等や後
期高齢者健診と同時に実施でき、5月から11月ま
で長期における検診車の確保や医師、看護師など
医療スタッフ体制の整備ができるのは上記財団の
みである。

2号



名称 所在地
１者随意契約の理由

地方自治法
施行令
第167条の2

契約金額（円）No. 所管課 契約案件名
契約の相手方 契約期間

履行期限

令和７年度　上半期　１者随意契約一覧表（民生部）

52
地域包括

支援センター

デジタルカラー複合機
賃貸借契約
（再リース）

㈱佐賀リコピーサービス
佐賀市
卸本町
7-8

R7.4.1 ~ R8.3.31 187,440円

　本業務の契約対象物件は令和7年3月31日で期
間満了となるが、複合機の状態から令和7年度に
おいても継続して使用することが可能であり、他の
同等複合機に変更する場合は初期導入費が発生
することから現在の複合機を継続するほうが有利
である。
　また、現在の複合機を再リースするため契約相
手方も特定されるため１者随契とする。

6号

53
地域包括

支援センター
令和7年度
マゴコロボタンの管理業務委託

ＭＩＫＡＷＡＹＡ２１㈱

東京都
荒川区
西尾久
3-20-4

R7.4.1 ~ R8.3.31 528,000円

　本事業において使用するマゴコロボタンの機能
や操作法、マゴコロボタンへの情報発信について
は、開発を行った当事業所のみが対応しており、
他の業者では対応することができない。また、支店
が町内にあることから、現場での設置説明や緊急
時の迅速な対応が可能であるため。

2号

54
地域包括

支援センター

令和7年度
みやき町における買物支援と
高齢者等見守り活動に関する
業務委託

M’s support 521
みやき町
江口
2798-1

R7.4.1 ~ R8.3.31 8,570,000円

　契約の相手方は、令和5年3月から町内で移動販
売を行っていた実績があり、移動販売の実施に必
要な免許・資格（食品衛生責任者証）を有してい
る。
　また、当該事業は移動販売だけでなく高齢者見
守りも兼ねており、利用者との信頼関係や認知、
見守り頻度の把握など継続が必要な業務でもある
ため、利用者とのコミュニケーションも取れ、利用
者の状況を理解している当該業者に特定されるた
め。

2号

55
地域包括

支援センター

令和7年度
みやき町循環型介護予防
エコシステム構築推進事業
業務委託

㈱くまもと健康支援研究所

熊本市
東区
御領
6-8-20

R7.4.1 ~ R8.3.31 8,321,412円

　この事業者は、みやき町循環型介護予防エコシ
ステム構築推進事業業務委託に係る公募型プロ
ポーザル審査会における提案事業者として選定基
準を満たし、以後継続的に介護予防事業を実施し
ており、利用者との良好な関係性も取れている。ま
た、事業内容に精通し、これまで適正に事業を展
開してきた。同種業務委託においても十分な実績
があり、専門的な知識や指導力及び経験を持った
多種多様な人材を有しており、介護予防に資する
事業をより一層推進し、地域に広めることが可能
である。以上の理由により、上記事業者と随意契
約するものである。

2号

56
地域包括

支援センター

令和7年度
みやき町生活支援体制整備
事業業務委託

社会福祉法人
みやき町社会福祉協議会

みやき町
東尾
6436-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 27,051,000円

　本事業においては、地域の公益的活動の視点、
公平中立な視点を有し、地域でコーディネート機能
を適切に担うことができる者が望ましく、これまで
地域福祉活動を通じ、介護問題や高齢者福祉に
精通している第三者機関として、委託することが適
任であると考えるため。

2号

57
地域包括

支援センター

令和7年度
みやき町養護老人ホーム
（南花園）指定管理者
年度協定

社会福祉法人
みやき町社会福祉協議会

みやき町
東尾
6436-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 15,000,000円
　南花園の指定管理は令和4年度から複数年の管
理協定を締結しており、協定締結をしている上記
相手方に限定されるため。

2号

58
地域包括

支援センター
介護予防ふれあいサロン事業

社会福祉法人
みやき町社会福祉協議会

みやき町
東尾
6436-3

R7.4.1 ~ R8.3.31 2,264,000円

　介護予防ふれあいサロン事業は、平成22年度か
ら地区公民館で開催しており、みやき町の高齢者
の介護予防をより効果的に推進するためのリー
ダー養成及び地区サロン活動の支援を実施してい
る。
　みやき町の地域の人々が住み慣れた町で安心し
て生活することができる「福祉のまちづくり」の実現
を目指した様々な活動を行っているみやき町社会
福祉協議会に委託することが円滑かつ確実な事
業が期待できるため。

2号

59
地域包括

支援センター
緊急通報業務 富士警備保障㈱

佐賀市
鍋島町
八戸溝
1428-1

R7.4.1 ~ R8.3.31

・緊急通報委託料：
　　6,600 円(税込)/台・月
・通報装置新規設置委託料：
　　8,800 円(税込)/台・月
・通報装置撤去委託料：
　　4,400 円(税込)/台・月

　みやき町緊急通報業務は富士警備保障㈱ＨＯＴ
センターに24時間接続・管理されていて、緊急事
態の出動等による安心・安全な暮らしの支援として
十分な役割を果たしている。機動の待機場所もみ
やき町に近く、みやき町全体を短時間で到着でき
る。
特に、利用者宅へ訪問員が訪問し、安否確認をは
じめ話し相手や機器使用の練習等を行う事が出来
るのは、富士警備保障(株)のみであり、顔をみて
話が出来るため、利用者からも安心との声がきか
れている。
また、通報に用いる端末機器「ＨＯＴくん」は長期に
渡り利用しており再リースとなるため、機器代が安
価である。

2号

60
地域包括

支援センター
高齢者介護予防活動推進事業 みやき町老人クラブ連合会

みやき町
市武
1333-2

R7.4.1 ~ R8.3.31 3,625,000円

全国老人クラブ連合会では全国三大運動として
「健康（高齢期の健康保持）・友愛（高齢者相互の
支え合い運動）・奉仕（住みよい地域づくりなどの
ボランティア活動）」に取り組んでいる。
高齢者の QOL（生活の質）の向上のために、豊か
な経験、知識及び技能を生かし高齢者の生きがい
と社会参加を促進出来るのは、一番身近な地域の
高齢者で組織する老人クラブ連合会の会員がふさ
わしいため。

2号

61
地域包括

支援センター
みやき町食の自立支援事業
（中原校区）

㈱山水
みやき町
簑原
4807

R7.4.1 ~ R8.3.31 442円/食

　365日配達することが出来、朝夕に分けて配達出
来るため、多くて一日に2回の安否確認が行える。
　また、対象者が高齢者で状態の変化が多い中、
食数の変更や急な発注等、臨機応変に対応するこ
とが出来、地域に密着しており、みやき町食の自
立支援仕様書のとおりに受託可能な事業者で、中
原校区を受託できる地元の業者は「株式会社 山
水」のみであるため。

2号

62
地域包括

支援センター
みやき町食の自立支援事業
（北茂安校区）

割烹 いまむら
みやき町
東尾
574

R7.4.1 ~ R8.3.31 442円/食

　365日配達することが出来、朝夕に分けて配達出
来るため、多くて一日に2回の安否確認が行える。
　また、対象者が高齢者で状態の変化が多い中、
食数の変更や急な発注等、臨機応変に対応するこ
とが出来、地域に密着しており、みやき町食の自
立支援仕様書のとおりに受託可能な事業者で、北
茂安校区を受託できる地元の業者は「割烹いまむ
ら」のみであるため。

2号

63
地域包括

支援センター
みやき町食の自立支援事業
（三根校区）

割烹 いまむら
みやき町
東尾
574

R7.4.1 ~ R8.3.31 442円/食

　365日配達することが出来、朝夕に分けて配達出
来るため、多くて一日に2回の安否確認が行える。
　また、対象者が高齢者で状態の変化が多い中、
食数の変更や急な発注等、臨機応変に対応するこ
とが出来、地域に密着しており、みやき町食の自
立支援仕様書のとおりに受託可能な事業者で、三
根校区を受託できる地元の業者は「割烹いまむら」
のみであるため。

2号

64
地域包括

支援センター

令和7年度
防災用無線端末マゴコロボタン
システム利用

ＭＩＫＡＷＡＹＡ２１㈱

東京都
荒川区
西尾久
3-20-4

R7.4.1 ~ R8.3.31 1,188,000円

　現在、ＭＩＫＡＷＡＹＡ２１株式会社のマゴコロボタ
ンを活用し、防災情報や緊急情報・避難情報の配
信を行っている。
　配信については、同社のシステムを利用している
ため、同社と契約することが必要となり入札に付す
ることが適さないため。

2号



名称 所在地
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地方自治法
施行令
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65
地域包括

支援センター
友愛ヘルプ事業 みやき町老人クラブ連合会

みやき町
市武
1333-2

R7.4.1 ~ R8.3.31 1,100,000円

全国老人クラブ連合会では全国三大運動として
「健康（高齢期の健康保持）・友愛（高齢者相互の
支え合い運動）・奉仕（住みよい地域づくりなどの
ボランティア活動）」に取り組んでいる。
このことをふまえ、高齢者がお互いに支え合い励
まし合い長寿の喜びを実感できる人間関係を築く
とともに、一人暮らしの高齢者や虚弱高齢者の世
帯を訪問し、家事援助や話相手等となり安否確認
を行うことは、地域の高齢者で組織する老人クラブ
連合会の会員がふさわしいため。

2号

66
地域包括

支援センター

令和7年度
みやき町いきいき百歳体操
支援業務（Aグループ）

学校法人 緑生館
鳥栖市
西新町
1428-566

R7.4.10 ~ R8.3.31 448,000円

　当事業は各地区が実施するいきいき百歳体操を
実施する際、定期的な体力測定を実施し、介護予
防に資する体操の実施方法の説明、生活行為確
認表を用いた生活状況チェック等、個々に応じた
対応を行っている。また、体力測定は年度を超え
実施しており、個々のデータも事業所が有している
ことから、競争入札に付することが適さないので随
意契約とする。

2号

67
風の子
保育園

令和７年度
ヤクルト製品単価契約

佐賀県ヤクルト販売㈱

佐賀市
嘉瀬町
扇町
2509

R7.4.1 ~ R8.3.31
・Newヤクルト(65ml）
　　38.4円/本　他9点

　子どもの成長に必要なカルシウムや鉄などの栄
養が強化された栄養機能食品であり、かつ腸内の
環境を整える乳酸菌も含まれた特定保健用食品と
して子どもの健やかな成長を助長する食品であ
る。
　また、栄養補助食品としてはこれまでの契約にお
いても信頼がおけることにより、同社と随意契約を
締結する。

2号

68
風の子
保育園

令和7年度
風の子保育園給食費負担金
口座振替システムサービス
利用業務

佐銀デジタルパートナーズ㈱
佐賀市
愛敬町
7-17

R7.4.1 ~ R8.3.31

・園納金管理システム
　　132,000円
・データ入力支援
　　77円/件

　口座振替の方法については、令和2年11月から
保育園の情報系パソコンに口座振替システムを導
入し、仮想ブラウザにてインターネット回線を利用
して、データ伝送により口座振替による収納事務を
行っているが、このシステムは上記の業者により
開発されているため。

7号

69
風の子
保育園

令和7年度
風の子保育園体育指導業務

幼児活動研究会㈱

東京都
品川区
西五反田
2-11-17

R7.5.1 ~ R8.3.31 689,700円

　現在、本園に発達障害等の可能性がある園児や
療育相談を保育士にされる保護者の件数が年々
増えている。また、育児相談については、本来、児
童相談所の業務として行われる相談業務のひとつ
であるが、かかりつけの小児科医院での受診時に
は小児科医が、あるいは公立保育園でも自治体に
よってはこうした相談の一端を担うこともあり、本園
でも将来的に考えなくてはいけない時期にあると
思います。さらに、今年から本園も療育児が入園し
ていることもあり、必要に迫られています。
　当該事業者は、療育にも力を入れており、児童
発達支援を行う指導者を多く配置し、体操を通して
小さな成功体験を積み上げ自己肯定感を高め、子
どもの生活や感情の安定をつなげることができま
す。これを実施しているのは近隣地区では当該業
者だけであります。本園においても２歳児からの継
続的な指導で良い信頼関係を持っている。
　今後、園児や保護者、職員に対して助言や指導
体制をとれるのが当該事業者であり必要不可欠で
あると判断します。

2号


